
入 札 説 明 書 

令和６年札幌市告示第 4798 号に基づく入札等については、札幌市契約規則、

札幌市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則その他関係法令に定め

るもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 告示日  

令和６年 11 月 25 日 

 

２ 契約担当部局 

〒003-0801 札幌市白石区菊水１条３丁目１－５ 札幌市菊水分庁舎２階 

札幌市デジタル戦略推進局情報システム部システム調整課システム調整係 

電話 011-826-6279 

メールアドレス itsuishin@city.sapporo.jp 

 

３ 入札に付する事項 

(1) 役務の名称 

     Google Workspace ライセンス提供等支援業務 

(2) 調達案件の仕様等 

仕様書による。 

(3) 履行期間 

契約締結日から令和 10 年３月 31 日まで 

(4) 履行場所 

入札説明書に添付する仕様書により別途指定する場所。 

(5) 入札方法 

仕様書等に示した予定数量にそれぞれの単価を乗じたものの合計による、

総価で行う。なお、入札書の提出の際には、入札説明書別添「料金体系内

訳書」を記載のうえ添付するとともに、令和７年１月 16 日（木）10 時 00
分から同日 15 時 00 分までの期間に、上記１に掲げるメールアドレス宛てに

エクセル形式で送付すること。 

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするの

で、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 

４ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 令和４～７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、

業種が「役務（一般サービス業）」の「情報サービス、研究・調査企画サー

ビス業」に登録されている者であること。 

なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとするも

のは、下記５（２）の入札書の受領期限日の前日から起算して 10 日前の日

までに、次のとおり申請する必要がある。 

ア 申請先 札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中央区北１条西 2 丁目) 



電話 011-211-2152 

イ 申請に必要な書類の入手方法 上記アの場所で交付するほか、下記ＵＲ

Ｌのホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/chosei/toroku/9_wto.html 

(3) Google LLC の認定資格である Google Cloud Platform Sell プレミアパー

トナー及び Google Workspace Sell プレミアパートナーの両方を有するこ

と。 

(4) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法による再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者

は除く。）等経営状態が著しく不健全なものでないこと。 

(5) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成

員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。 

(6) 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受 

けている期間中でないこと。 

 

５ 入札書の提出方法等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ場所 

上記２に同じ。 

(2) 入札参加提出書類の受領期限 

令和６年 12 月 27 日（金）16 時 00 分（送付の場合は必着のこと。） 

※ 提出書類については、下記６（４）に別途提示。 

(3) 入札書の受領期限 

令和７年１月 16 日（木）９時 40 分（送付による場合は必着。） 

(4) 入札書の提出方法 

入札書は、別紙１の様式にて作成し、持参又は送付により提出すること。

なお、提出にあたっては以下に留意すること。 

ア 入札書を直接持参する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏

名（法人の場合はその名称又は商号）及び「令和７年１月 16 日

（木）10 時 00 分開札［Google Workspace ライセンス提供等支援業

務］の入札書在中」の旨を記載し、上記２あてに入札書の受領期限ま

でに提出しなければならない。 

イ 入札書を送付により提出する場合は二重封筒とし、外封に「令和７年

１月 16 日（木）10 時 00 分開札［Google Workspace ライセンス提供

等支援業務］の入札書在中」の旨を記載し、上記２あてに入札書の受

領期限までに送付しなければならない。 

なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

ウ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすること

ができない。 

(5) 調達案件の仕様等に対する質問及び回答 

ア 提出方法 

質問は、別紙４の様式にて作成し、書面による持参、送付又は e メー

ルにより提出すること。ファクシミリは不可とする。 

イ 提出先 

〒003-0801 札幌市白石区菊水１条３丁目１－５ 札幌市菊水分庁舎２階 

札幌市デジタル戦略推進局情報システム部システム調整課 



内部システム担当係 

電話 011-826-6479 

メールアドレス jokanri@city.sapporo.jp 

ウ 提出期限 

令和６年 12 月 24 日（火）14 時 00 分（送付による場合は必着） 

(6) 入札の無効 

ア 本入札説明書に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関す

る条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則第１１条各号の

一に 該当する入札は無効とする。 

イ 札幌市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第６条第３

項の規定により入札書を受理した場合で、同条第１項の資格審査が開

札日時までに終了しないとき又は参加資格を有すると認められないと

きは、当該入札書は無効とする。 

(7) 入札の延期等 

次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれ

を取り消すことがある。  

ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入

札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき  

イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公

正に執行することができない状態にあると認められるとき 

ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき 

(8) 代理人による入札 

ア  代理人が入札する場合には、入札書に競争入札参加資格者の氏名又

は名称及び住所並びに代理人であることの表示、及び当該代理人の氏

名を記入して押印（外国人の署名を含む。）をしておくとともに、開

札時までに委任状（別紙２）を提出しなければならない。 

イ  入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の

代理人を兼ねることができない。 

(9) 開札の日時及び場所 

  令和７年１月 16 日（木）10 時 00 分  

札幌市菊水分庁舎２階会議室（札幌市白石区菊水１条３丁目１－５） 

(10) 開札 

ア  開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札

者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員

を立ち会わせて行う。 

イ  入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場す

ることはできない。 

ウ  入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札

関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は

入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 

エ  入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむ

を得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することがで

きない。 

オ  開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予

定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。



なお、再度入札の回数は、原則として２回を限度とする。 

 

 

６ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札保証金  免除 

(3) 契約保証金  要 

契約を締結しようとする者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上

の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に

係る通知（納入通知書到達）の日の翌日から起算して５日後（５日後が土

曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）までに納付し、又は提供しなけ

ればならない。 

なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取

り消すとともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の定めに基づき参加

停止の措置を行う。 

ただし、札幌市契約規則第 25 条各号の一に該当するときは、契約保証金

を免除することがある。 

(4) 入札者に要求される事項 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに、上

記４（３）に掲げる入札参加資格を有することを証する書類を上記５

（２）で示す期限までに提出しなければならない。 

また、入札者は、開札までの間において、当該書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じなければならない。 

イ 入札参加者は、本入札説明書、仕様書、契約書案等について、疑義がある

場合は、関係職員に説明を求めることはできるが、入札後は、これらの不明

を理由として異議を申し出ることはできない。 

(5) 落札者の決定方法 

ア 札幌市契約規則第７条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

イ 落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、

当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 

この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くこ

とができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員

がくじを引くものとする。 

(6) 落札の取消し 

落札者が次のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとす

る。 

ア 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結

しないとき。 

イ 契約保証金の納付義務のある者が、指定する期日までに、契約保証金

の納付がなかったとき。 

ウ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。 

エ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。 

(7) 契約書の作成 

ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書



を取り交わすものとする。 

イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、

まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案

の交付を受けてこれに記名押印するものとする。 

ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の１通

を契約の相手方に送付するものとする。 

エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は

確定しないものとする。 

(8) 契約条項  

別紙３のとおり 

(9) 上記４（２）の後段に基づき、参加資格申請をし、その結果、参加資格

がないと認められた場合には、その事実を知り、又は合理的に知り得たと

きから 10 日以内に、その事由についての説明を書面により求めることがで

きる。 

(10)  本調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるため、調達手続き等に

関し、政府調達に関する協定に反していると判断する場合は、その事実を

知り、又は合理的に知り得たときから 10 日以内に、書面にて札幌市入札・

契約等審議委員会へ苦情を申し立てることができる。 

(11) (10)による苦情の申し立てがなされた場合、札幌市入札・契約等審議委

員会の提案等により、落札の取消し、契約締結又は契約執行の停止等があ

り得る。 



別紙１

令和    年    月    日

札 幌 市 長　秋　元　　克　広　　様

住　所

入　札　者 商号又は名称

職・氏名 印

入札代理人 氏　名 印

備考 １　代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと（ただし、金額の

訂正はできない。）。

２　代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。

　仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入

札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。

　なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例の

適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結することを

承知いたします。

入　札　書

入札金額

調達件名

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

Google Workspaceライセンス提供等支援業務



様式３

（A） （B) （A)×（B)＝（C） （C）×0.1＝（D) （C）+（D)

税抜単価
（USD）

為替レート
（USD→円）

Enterprise Standard　※注3 - - 1 式

Enterprise Standard -
Archived User　※注4

- - 1 式

Active Logical Storage 1,444 gibibyte month

Active Logical Storage (asia-northeast1) 7,220 gibibyte month

Active Physical Storage (asia-northeast1) 1,558 gibibyte month

Active Physical Storage (US) 814 gibibyte month

Analysis 38 tebibyte

Analysis (asia-northeast1) 270 tebibyte

Long Term Logical Storage 1,441 gibibyte month

Long Term Logical Storage (asia-northeast1) 8,068 gibibyte month

Long-Term Physical Storage (US) 811 gibibyte month

Long-Term Physical Storage (asia-northeast1) 1,549 gibibyte month

Streaming Insert 174,000 mebibyte

Streaming Insert (asia-northeast1) 348,000 mebibyte

Cloud Logging Log Storage cost 779 gibibyte

Cloud Monitoring Metric Volume 19,456 mebibyte

Cloud Run Functions CPU Allocation Time in asia-northeast1 350,700,777 second

Cloud Run Functions Invocations 350,007,750 count

Cloud Run Functions Memory Allocation Time in asia-northeast1 525,001,163 gibibyte second

Cloud Scheduler Jobs 35,300 count

GCP Storage Data Transfer between Northern America and Asia 780,000 gibibyte

Coldline Storage Tokyo 1,900 gibibyte month

Nearline Storage Tokyo 1,900 gibibyte month

Regional Coldline Class A Operations 38,000,000 count

Regional Coldline Class B Operations 38,000,000 count

Regional Nearline Class A Operations 38,000,000 count

Regional Nearline Class B Operations 38,000,000 count

Regional Standard Class A Operations 2,767,000,000 count

Regional Standard Class B Operations 2,767,000,000 count

Standard Storage Tokyo 2,767,000 gibibyte month

Balanced PD Capacity 7,600 gibibyte month

Balanced PD Capacity in Japan 7,600 gibibyte month

E2 Instance Core running in Japan 221,920 hour

E2 Instance Ram running in Japan 887,680 gibibyte hour

External IP Charge on a Standard VM 149 hour

Licensing Fee for Windows Server 2019 Datacenter Edition (CPU cost) 27,740 hour

Licensing Fee for Windows Server 2022 Datacenter Edition on VM 1,359,260 hour

Licensing Fee for Red Hat Enterprise Linux 6 on VM with up to 8 VCPU 204,400 hour

Multi-regional Snapshot upload within Asia 2,200 gibibyte

N2 Instance Core running in Japan 1,359,260 hour

N2 Instance Ram running in Japan 9,875,440 gibibyte hour

税額
（円）
※注2

合計金額
（円）
※注2

1USD = 150円

税抜単価
（円）
※注1

予定数量

料　金　体　系　内　訳　書

調達件名：GoogleWorkspaceライセンス提供等支援業務

ラ
イ
セ
ン
ス
提
供

サ
ー

ビ
ス
提
供

Google Workspace 

BigQuery

Cloud Run Functions

Cloud Storage

Compute Engine

小計
（円）
※注2



様式３

（A） （B) （A)×（B)＝（C） （C）×0.1＝（D) （C）+（D)

税抜単価
（USD）

為替レート
（USD→円）

税額
（円）
※注2

合計金額
（円）
※注2

税抜単価
（円）
※注1

予定数量

料　金　体　系　内　訳　書

調達件名：GoogleWorkspaceライセンス提供等支援業務

小計
（円）
※注2

Network Inter Zone Data Transfer Out 1,100 gibibyte

Network Internet Data Transfer Out from Tokyo to Apac(Excluding Korea and Indonesia) 11,000 gibibyte

SSD backed PD Capacity in Japan 88,000 gibibyte month

Storage Image 7,600 gibibyte month

Storage PD Capacity in Japan 7,600 gibibyte month

Storage PD Snapshot in Asia 63,100 gibibyte month

Storage PD Snapshot in Japan 63,100 gibibyte month

Cloud Load Balancer Forwarding Rule Minimum Global 27,740 hour

Global External Application Load Balancer Inbound Data Processing for Tokyo (asia-northeast1) 3,800 gibibyte

Global External Application Load Balancer Outbound Data Processing for Tokyo (asia-northeast1) 3,800 gibibyte

Network Intelligence Center Internet to Google Cloud Performance Resource Hours 760,000 count

Network Intelligence Center Network Analyzer Resource Hours 760,000 count

Network Intelligence Center Topology and Google Cloud Performance Resource Hours 760,000 count

Gemini Pro Text Input - Predictions 190,000,000 Characters

Gemini Pro Text Output - Predictions 190,000,000 Characters

Metadata storage 1,900 GB months

PaLM Text Bison 32K Input - Predictions 190,000,000 Characters

PaLM Text Bison 32K Output - Predictions 190,000,000 Characters

PaLM Text Bison Input - Predictions 190,000,000 Characters

PaLM Text Bison Output - Predictions 190,000,000 Characters

Vertex AI Search and Conversation: Data Index 3,800 gibibyte month

Vertex AI Search: Search API Request Count - Enterprise 76,000 count

Vertex AI Search: Search API Request Count - LLM Add-on 76,000 count

VM Manager Usage 380,000 count

VM Manager Usage (Cloud Ops) 380,000 count

Networking

Vertex AI

Vertex AI Search

VM Manager



様式３

（A） （B) （A)×（B)＝（C） （C）×0.1＝（D) （C）+（D)

税抜単価
（USD）

為替レート
（USD→円）

税額
（円）
※注2

合計金額
（円）
※注2

税抜単価
（円）
※注1

予定数量

料　金　体　系　内　訳　書

調達件名：GoogleWorkspaceライセンス提供等支援業務

小計
（円）
※注2

Base Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 7TB 1 count

Base Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 40TB 7 count

Base Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 300TB 6 count

Per-Day Use Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 7TB 10 count

Per-Day Use Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 40TB 140 count

Per-Day Use Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 300TB 60 count

令和７年２月10日～令和７年２月28日 - - 1 月

令和７年３月1日～令和10年３月31日 - - 37 月

※注6

注1　Google Workspaceに係るライセンスの提供及びグーグルクラウド社が販売するクラウド関連サービスの運用支援に係る費用については、「円建て」にて単価を記載すること。

     Google Cloudに係るサービスの提供に係る費用については、「USD建て」にて単価を記載の上、為替レート（１USD＝150円）を乗算した「円建て」の単価を記載すること。

注2　小数点以下の端数処理（四捨五入、切り捨て、切り上げ等）を行い、小数点以下を記載しないこと。

注3　令和７年２月10日から令和10年３月31日を含む期間を通じて、16,000IDを利用するために必要な料金とする。

注4　令和７年２月10日から令和10年３月31日を含む期間を通じて、600IDを利用するために必要な料金とする。

注5　令和７年２月10日から令和10年３月31日を含む期間を通じて、グーグルクラウド社が販売するクラウド関連サービスの運用支援を行うために必要な料金とする。

注6　当該金額が入札書に記載する金額と一致することを確認すること。

グーグルクラウド社が
販売するクラウド関連
サービスの運用支援
　※注5

総額

Transfer Appliance



別紙２

令和    年    月    日

札 幌 市 長　秋　元　　克　広　　様

住　所

委任者 商号又は名称

職・氏名 印

　私は、下記の者を代理人として定め、上記入札に関する一切の権限を委任します。

受任者 氏　名 印

備考 １　見積の場合は、「入札」とあるのを「見積」と読み替える。

２　代理人（受任者）の印は、入札（見積）書に使用する印と同一の印を押印すること。

３　委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。

委　任　状

調達件名　　Google Workspaceライセンス提供等支援業務

記



別紙３

１　契約金額

⑴　Google Workspaceに係るライセンスの提供

金

（うち消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　円)

金

（うち消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　円)

⑵　Google Cloudに係るサービスの提供

⑶　グーグル・クラウド・ジャパン合同会社が販売するクラウド関連サービスの運用支援

金

（うち消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　円)

２　履行期間 令和　　年　　月　　日から令和10年3月31日まで

３　契約保証金 「免除」又は「金    円」

４　その他の事項 別紙条項のとおり。

委託者 札幌市

代表者　市　長　　秋　元　　克　広

受託者

職・氏名

円

円

円

Google Workspace Enterprise Standard

Google Workspace Enterprise Standard- Archived User

別表のとおり

年　　月　　日

住所

商号又は名称

　この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有

する。

(案)

契　　約　　書

役務の名称 Google Workspaceライセンス提供等支援業務

  上記の役務について、札幌市（以下「委託者」という。）と、
（以下「受託者」という。）は、次のとおり契約を締結する。



様式３

　 別表

Active Logical Storage

Active Logical Storage (asia-northeast1)

Active Physical Storage (asia-northeast1)

Active Physical Storage (US)

Analysis

Analysis (asia-northeast1)

Long Term Logical Storage

Long Term Logical Storage (asia-northeast1)

Long-Term Physical Storage (US)

Long-Term Physical Storage (asia-northeast1)

Streaming Insert

Streaming Insert (asia-northeast1)

Cloud Logging Log Storage cost

Cloud Monitoring Metric Volume

Cloud Run Functions CPU Allocation Time in asia-northeast1

Cloud Run Functions Invocations

Cloud Run Functions Memory Allocation Time in asia-northeast1

Cloud Scheduler Jobs

GCP Storage Data Transfer between Northern America and Asia

Coldline Storage Tokyo

Nearline Storage Tokyo

Regional Coldline Class A Operations

Regional Coldline Class B Operations

Regional Nearline Class A Operations

BigQuery

Cloud Run Functions

Cloud Storage

入札時に
定めた単価
（USD）



様式３

Regional Nearline Class B Operations

Regional Standard Class A Operations

Regional Standard Class B Operations

Standard Storage Tokyo

Balanced PD Capacity

Balanced PD Capacity in Japan

E2 Instance Core running in Japan

E2 Instance Ram running in Japan

External IP Charge on a Standard VM

Licensing Fee for Windows Server 2019 Datacenter Edition (CPU cost)

Licensing Fee for Windows Server 2022 Datacenter Edition on VM

Licensing Fee for Red Hat Enterprise Linux 6 on VM with up to 8 VCPU

Multi-regional Snapshot upload within Asia

N2 Instance Core running in Japan

N2 Instance Ram running in Japan

Network Inter Zone Data Transfer Out

Network Internet Data Transfer Out from Tokyo to Apac(Excluding Korea and Indonesia)

SSD backed PD Capacity in Japan

Storage Image

Storage PD Capacity in Japan

Storage PD Snapshot in Asia

Storage PD Snapshot in Japan

サ
ー
ビ
ス
提
供

Compute Engine



様式３

Cloud Load Balancer Forwarding Rule Minimum Global

Global External Application Load Balancer Inbound Data Processing for Tokyo (asia-northeast1)

Global External Application Load Balancer Outbound Data Processing for Tokyo (asia-northeast1)

Network Intelligence Center Internet to Google Cloud Performance Resource Hours

Network Intelligence Center Network Analyzer Resource Hours

Network Intelligence Center Topology and Google Cloud Performance Resource Hours

Gemini Pro Text Input - Predictions

Gemini Pro Text Output - Predictions

Metadata storage

PaLM Text Bison 32K Input - Predictions

PaLM Text Bison 32K Output - Predictions

PaLM Text Bison Input - Predictions

PaLM Text Bison Output - Predictions

Vertex AI Search and Conversation: Data Index

Vertex AI Search: Search API Request Count - Enterprise

Vertex AI Search: Search API Request Count - LLM Add-on

VM Manager Usage

VM Manager Usage (Cloud Ops)

Base Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 7TB

Base Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 40TB

Base Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 300TB

Per-Day Use Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 7TB

Per-Day Use Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 40TB

Per-Day Use Fee, Google Cloud Transfer Appliance - 300TB

Networking

Vertex AI

Vertex AI Search

VM Manager

Transfer Appliance



様式３

　仕様書別紙１「Google Cloudサービス利用一覧（想定）」に定めるGCPサービスについては、
受託者から通知された課金単位に係る利用状況に対し、入札時に委託者から示された料金体系内
訳書に定められたGCPサービス毎の単価（USD）及びグーグルクラウド社が定める履行期間に応じ
た為替レート（USD→円）を乗じた金額に、消費税及び地方消費税の額を加算した金額（円未満
の端数は切捨て）を支払うものとする。なお、サービス利用に必要な一切の費用を単価料金に含
めることとし、別途費用は支払わないものとする。
　仕様書別紙１「Google Cloudサービス利用一覧（想定）」に定めのないGCPサービスについて
は、担当課と協議の上で決定した費用を支払うものとする。



 

050401 

（WTO） 

【仕様書 5(1)の業務に適用】 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、契約書に記載されたライセンス（以下「ライセンス」とい

う。）の調達契約に関し、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書（設計

図、見本等を含む。以下同じ。）に従い、この契約（この約款及び仕様書を内容とするラ

イセンスの調達契約をいう。以下同じ。）の履行にあたって適用される法令を遵守し、こ

れを履行しなければならない。 

２ 受注者は、ライセンスをこの契約の納入期限までに発注者の指定場所まで納入するも

のとし、発注者はその契約金額（分割払のときは、当該分割金額。）を支払うものとする。 

３ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

４ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

５ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

６ この約款に定める承諾、通知、請求、指示、催告、表示及び解除は、原則として書面

にて行わなければならない。 

（契約保証金） 

第２条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただ

し、発注者が、札幌市契約規則（平成４年規則第９号）第 25 条の規定に基づき契約保証

金の納付を免除した場合は、この限りでない。 

２ 前項の契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。 

第３条 欠番 

（権利義務の譲渡等） 

第４条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（納入費用の負担等） 

第５条 受注者は、仕様書等に別の定めがある場合の除き、この契約に基づくライセンス

の納入に必要な費用について負担する。 

２ 受注者は、ライセンスの納入に際し、発注者に対し納品書（品名、種類、数量及び有

効期限が確認できる書類をいう。）を提出しなければならない。 

（検査及び引渡し） 

第６条 受注者は、納入に際し、又は発注者の定める日時に立会いのうえ発注者の定める

検査（以下「納品検査」という。）を受けなければならない。 

２ 受注者は、ライセンスを納入するときは、仕様書等にてあらかじめ指定された場合を

除き、一括して納入しなければならない。ただし、仕様書等にてあらかじめ指定されて

いない場合であっても、ライセンスの性質上可分であるものについて発注者がやむを得

ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。 

３ 発注者は、納品検査を納入の日から起算して 10 日以内に終えなければならない。 

４ 発注者は、受注者が納品検査に立ち会わないときは、当該納品検査の結果について受

注者の異議の申立てを認めないものとする。 



 

 

（WTO） 

５ 発注者は、納品検査に合格したとき、受注者からライセンスの引渡しを受けるものと

する。 

６ 欠番 

７ 欠番 

８ 受注者は、納品検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内にライセンスの引

換え若しくは仕入れのし直しを行わなければならない。この場合の引換え若しくは再仕

入れ後の納入については、前条及び前各項の規定を準用するものとする。 

（危険負担） 

第７条 前条第５項（同条第８項で準用する場合を含む。）の引渡し（以下「ライセンスの

引渡し」という。）の前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。 

（契約金額の支払） 

第８条 受注者は、ライセンスの引渡しを終えたときは、契約金額（分割払のときは、当

該分割金額）の支払を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内（以

下「約定期間」という。）に契約金額（分割払のときは、当該分割金額）を支払わなけれ

ばならない。 

３ 発注者がその責めに帰する事由により、第６条第３項の期間内に納品検査（同条第８

項で準用する場合を含む。以下同じ。）を終えないときは、その期間を経過した日から当

該納品検査が終了した日までの期間を約定期間から差し引くものとする。この場合に、

差し引く日数が約定期間を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了した

ものとみなす。 

（契約不適合責任） 

第９条 発注者は、ライセンスの引渡し後、当該ライセンスに品名、種類、品質、数量又

は有効期限に関して仕様書の内容に適合しない状態があること（以下「契約不適合」と

いう。）を発見したときは、受注者に対し、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履

行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法により、代品と

の取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完をすることができない。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求

することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履行の追完の催告

をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不可能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) ライセンスの性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追

完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても、契約の目

的を達するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 

４ 前各項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げ



 

 

（WTO） 

るものではない。 

（契約不適合の担保期間） 

第 10 条 発注者は、契約不適合（数量を除く。以下この条において同じ。）を知ったとき

から１年以内にその旨を受注者に通知しないときは、当該契約不適合を理由とした履行

の追完請求、損害賠償（第 14 条）及び契約金額の減額の請求並びに契約の解除（第 13

条）をすることができない。 

ただし、受注者がライセンスの引渡し時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失に

より知らなかったときは、この限りでない。 

（履行遅滞の場合における違約金等） 

第 11 条 受注者の責めに帰する事由により、納入期限までにライセンスの納入ができない

場合には、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。 

２ 前項の違約金の額は、契約金額につき、納入期限の翌日から納品検査に合格した日ま

での日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対す

る遅延利息の率（昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号）において定める割合（以下「違

約金算定率」という。）で計算した額（100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満で

あるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）とする。ただし、遅延日数は、当

該納品検査に要した日数を除くものとする。 

３ 契約により期日を定めて分割納入するとき及び第６条第２項の規定により分割納入し

たときは、前項の違約金は、契約金額から納品検査に合格した分割量に応じた契約金額

相当額を控除した金額を基礎として算定する。ただし、全履行がなされなければ、契約

の目的が達せられないときは、この限りでない。 

４ 受注者は、天災その他の受注者の責めに帰することができない事由により納入期限内

にライセンスの納入ができないときは、直ちに理由を明記した書面により発注者に対し

て当該納入期限の延長を申し出なければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項以外の事由により納入期限内に履行できないときは、受注者

に対して履行遅延の事由及び履行可能な期限等を明記した書面の提出を求めることがで

きる。 

６ 発注者の責めに帰する事由により、第８条第２項に規定する支払が遅れたときは、受

注者は、支払期限の翌日から起算し、遅延日数１日について、違約金算定率で計算した

額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 

（談合行為に対する措置） 

第 12 条 受注者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約

金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約によるラ

イセンスの引渡し後においても、同様とする。 

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 49 条

に規定する排除措置命令（排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第 62 条

第１項に規定する納付命令）が確定したとき。 

(2) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条



 

 

（WTO） 

の６の規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したとき。 

(3) 前２号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは使用人が独占禁止

法又は刑法第 96 条の６の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったと

き。 

２ 前項に規定する場合においては、発注者は、契約を解除することができる。 

３ 前２項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

（契約の解除等） 

第 13 条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会

通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 納入期限までにライセンスの全部又は一部を納入しないとき。 

(2) 第６条第８項の規定に基づき、発注者が指示した期間内にライセンスの引換え若し

くは再仕入れがなされないとき。 

(3) 第９条第１項及び第２項に定める追完がなされないとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。 

２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をする

ことができる。 

(1) ライセンスを納入することができないとき。 

(2) ライセンスの納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) ライセンスの一部の納入ができないとき又はライセンスの一部の納入を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達

することができないとき。 

(4) ライセンスの性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しな

いでその時期を経過したとき。 

(5) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項及び第２項の規定

により一般競争入札に参加することができなくなったとき。 

(6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違

反する行為をしたとき。 

(7) 第４条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡した

とき。 

(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している

者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所（常時契約を締

結する事務所をいう。）の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が

団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下

この号において同じ。）が、暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成

25年条例第６号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）

又は暴力団員（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第２号に規定する暴



 

 

（WTO） 

力団員をいう。以下この号において同じ。）であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる

とき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

へ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。 

(9) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、契約の目的を達するの

に足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難

い重大な事由があると認められるとき。 

３ 発注者は、第１項又は前項（第８号を除く。）の規定により契約を解除したときは、既

納部分を検査し、当該検査に合格したものは、これを購入することができる。 

４ 第１項又は第２項の規定により契約が解除された場合については、受注者は、発注者

にその損害の賠償を求めることができない。 

５ 第１項各号又は第２項各号（第８号を除く。）に定める場合が、発注者の責めに帰すべ

き事由によるものであるときは、発注者は、第１項又は第２項の規定による契約の解除

をすることができない。 

６ 発注者は、第１項又は第２項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除する

ことができる。 

７ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたと

きは、受注者と協議して、その損害を賠償しなければならない。 

（契約が解除された場合等の賠償金） 

第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、契約金額の 100 分の

10 に相当する金額（発注者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損

害額）を賠償金として請求することができる。 

(1) 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受

注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法

律第 75 号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11



 

 

（WTO） 

年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、第２条の規定により契約保証金が納付されているときは、発

注者は、当該契約保証金をもって第１項の賠償金に充当することができる。 

（発注者に対する損害賠償） 

第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者

に損害を与えた場合には、前条の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、発注者の定

めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。 

（契約保証金の返還） 

第 16 条 発注者は、ライセンスの引渡しを受けたときは、契約保証金を返還しなければな

らない。 

（裁判管轄） 

第 17 条 この契約に関する訴訟は、発注者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。 

（その他） 

第 18 条 受注者は、この約款に定める事項のほか、札幌市契約規則及び労働基準法（昭和

22 年法律第 49 号）、最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年

法律第 57 号）その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。 

２ この約款に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者

とが協議のうえ定めるものとする。 
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（個人情報無し・ＷＴＯ） 

【仕様書5(2)(3)の業務に適用】 

 

（総 則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書

（設計図、見本等を含む。以下同じ。）に従い、この契約（この約款及び仕様書を内容

とする役務契約をいう。以下同じ。）の履行に当たって適用される法令を遵守し、これ

を履行しなければならない。 

２ 受託者は、役務（この契約に基づき履行する役務をいう。以下同じ。）又は成果物（こ

の契約に基づき受託者が納入する目的物をいう。以下同じ。）を、この契約の履行期間

内において履行又は納入するものとし、委託者は、履行が完了した役務又は納入され

た成果物に対し、契約金額を支払うものとする。 

３ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 

４ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

５ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

６ この約款に定める承諾、通知（第12条第２項を除く。）、請求、指示、催告、表示及び

解除は、原則として書面で行わなければならない。 

（契約保証金） 

第２条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただ

し、委託者が、札幌市契約規則（平成４年規則第９号）第25条の規定に基づき契約保証

金の納付を免除した場合は、この限りでない。 

２ 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第３条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承

継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合はこの限りではない。 

（再委託） 

第４条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託（以下「再委託」という。）

してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得な

いと認めた場合は、この限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により役務の一部を第三者に委託しようとするとき

は、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。 

３ 委託者は、前項の承諾に当たり、受託者に対して、受託者が第１項のただし書の規定

により役務の一部を委託する第三者の商号又は名称、住所、委託する役務の範囲その他

必要な事項の通知を求めることができる。 

４ 受託者は、第１項及び第２項の規定により役務の一部を第三者に委託した場合、委託

者に対し、当該委託に基づく当該第三者の受託に係る全ての行為について責任を負う

ものとする。 

（業務責任者） 

第５条 受託者は、この契約締結後、業務責任者を定め、委託者に通知しなければならな

い。業務責任者を変更したときも同様とする。 

２ 業務責任者は、担当職員の指示に従い本件業務に関して一切の事項を処理するもの



 
 
 

（個人情報無し・ＷＴＯ） 

とする。 

３ 委託者は、受託者の業務責任者について、本件業務の履行又は管理につき著しく不適

当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示したうえで必要な措置をとる

べきことを求めることができる。 

（監督等） 

第６条 委託者は適正な役務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督

を行い、この契約の履行を確保するものとする。 

２ 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から役務改善命令等がなさ

れた場合には、その補正等の措置をしなければならない。 

（情報資産の取扱い） 

第７条 受託者は、委託者の情報資産を取り扱うときは、取扱者を限定し、委託者に通知

しなければならない。 

２ 受託者は、前項の取扱者に、委託者から預託された情報資産の適正な取扱いに関する

誓約書を提出させなければならない。 

３ 受託者は、役務で取り扱う委託者の情報資産を委託者の許可なく持ち出し、又は役務

の目的以外に使用し、複写し、及び複製してはならない。 

（資料及び物品の貸与等） 

第８条 委託者は、受託者に対し本件業務に必要な資料及び机、椅子その他の物品を受託

者と協議のうえ無償で貸与することができる。 

２ 前項の貸与に当たって、受託者は委託者が求めた場合は借用書又は受領書を提出し

なければならない。 

３ 受託者は、委託者から提供を受けた貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理、保

管し、かつ、委託者の許可なく本件業務以外の用途に使用し、複写し、及び複製をして

はならない。 

４ 受託者は、使用後若しくは本件業務完了後又はこの契約を解除したときは、当該貸与

品を直ちに委託者に返還するものとする。 

５ 受託者は、委託者から提供を受けた資料等に事故があった場合には、直ちに委託者に

報告し、委託者の指示を受けなければならない。 

（機器の使用） 

第９条 受託者が本件業務で使用する機器は、受託者の所有する機器とする。ただし、受

託者が、委託者の管理する機器その他の設備等の使用を必要とする場合は、あらかじめ

作業計画書及び入退出許可申請書を委託者に提出し、委託者の指示に従い使用しなけ

ればならない。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は前項の場合に準用する。 

（秘密の保持等） 

第10条 受託者又は受託者の従業員は、本契約の履行期間及び履行期間経過後において、

本件業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報（以下「秘密情報」という。）を機密

として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏えいし、又は本契

約の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾を得た

うえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体からの命令に



 
 
 

（個人情報無し・ＷＴＯ） 

より開示を求められた場合はこの限りではない。 

⑴ 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面

又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報 

⑵ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法によ

り委託者が受託者に提供した情報 

⑶ 委託者より預託された秘密情報を基にして処理し、又は加工して得られた結果の

内容 

⑷ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項 

２ 受託者は、秘密情報の第三者への漏えい又は紛失を防止するため、就業規則、業務規

定その他の規定を整備するなど適切な措置を講じなければならない。 

（秘密情報の返還義務） 

第11条 受託者は、役務の完了日又は契約解除の日をもって、前条第１項各号の秘密情報を

委託者に返還するとともに、その複製複写物を一切保持してはならない。ただし、委託者

が必要と認めるときは、その返還日を延期することができる。 

（検査等） 

第12条 受託者は、役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければなら

ない。 

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内（以

下「検査期間」という。）に受託者の立会いのもとに役務内容の検査（以下「完了検査」

という。）を行い、その結果を受託者に通知するものとする。 

３ 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しな

ければならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前２項の規定を準

用する。 

（著作権） 

第13条 受託者は、本件業務の成果物に対する著作権法（昭和45年法律第48号）第21条

（複製権）、第23条（公衆送信権等）、第26条の２（譲渡権）、第26条の３（貸与権）、第

27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）

に規定する権利を、成果物の納入、完了検査の合格後、直ちに委託者に無償で譲渡する

ものとする。 

２ 委託者は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項各号に該当しない場合においても、

その使用のために目的物の改変を行うことができるものとする。 

（契約金額の支払） 

第14条 受託者は、完了検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができ

る。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内（以

下「約定期間」という。）に前項の契約金額を支払わなければならない。 

３ 委託者がその責めに帰すべき事由により検査期間内に完了検査をしないときは、そ

の期限を経過した日から完了検査の結果を通知した日までの期間の日数は、約定期間

の日数から差し引くものとする。この場合において、その差し引く日数が約定期間の日

数を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。 



 
 
 

（個人情報無し・ＷＴＯ） 

４ 委託者は、この契約の履行に際して、一部履行しない役務がある場合には、第１項の

契約金額から当該履行しない割合に相当する金額を減額することができる。 

５ 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者とが協議成立ま

での間、第１項の契約金額の支払を保留することができる。 

（業務の変更等） 

第15条 本件業務の内容に著しい影響を与える事情が生じたときは、委託者と受託者と

が協議のうえ、契約の内容を変更することができる。 

（委託者の請求による履行期間の短縮等） 

第16条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対

して履行期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、委託者と受

託者とが協議して定めなければならない。 

２ 委託者は前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更しな

ければならない。 

（事故対策） 

第17条 受託者は、指定された日時までに本件業務が完了しないことが明らかになった

場合は、直ちにその旨を委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。不測

の事故が発生し、当該業務の遂行が不可能になった場合も同様とする。 

（緊急の措置） 

第18条 受託者は、役務の履行に伴い、緊急に委託者からの指示を受けるべき事態が発生し

たときは、直ちに委託者に連絡し、その指示を受け、その指示に従い対処するものとする。 

２ 受託者は、委託者からの指示を受けることができずに応急措置をとった場合は、直ち

に委託者に報告するものとする。 

（契約不適合責任） 

第19条 受託者は、完了検査の合格後であっても成果物に仕様書と適合しない状態（以下

「契約不適合」という。）が発見されたときは、委託者の当該契約不適合の修正等の履

行の追完（以下「追完」という。）の請求につき、当該追完を行わなければならない。 

ただし、受託者は、委託者に不相応な負担を課するものでないときは、委託者と協議し

たうえで委託者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。 

２ 委託者は、当該契約不適合（受託者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。）

により損害を被った場合、受託者に対して損害賠償を請求することができる。 

３ 第１項の追完の請求にもかかわらず、委託者が相当の期間を定めて追完の催告をし、

その期間内に追完がなされないときは、委託者は、契約不適合の程度に応じて契約金額

の減額を請求することができる。 

４ 受託者が第１項に定める追完、第２項に定める損害賠償又は前項に定める契約金額

の減額の債務を負うのは、完了検査の合格後１年以内に委託者から当該契約不適合を

通知された場合に限るものとする。 

ただし、完了検査時において受託者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知

らなかった場合又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合に

は、この限りではない。 

（履行遅延の場合における違約金等） 



 
 
 

（個人情報無し・ＷＴＯ） 

第20条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができな

い場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。 

２ 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間満了日の翌日から完了検査（第12条

第３項で準用する場合を含む。）に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日におい

て適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条

第１項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和24年12月大蔵

省告示第991号）において定める割合（以下「違約金算定率」という。）で計算した額（100

円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切

り捨てる。）とする。ただし、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとす

る。 

３ 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第１項の違約金は、その分割量に応ず

る契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられ

ないときは、この限りでない。 

４ 受託者は、天災その他の受託者の責めに帰することができない事由により履行期間

内に役務の履行ができないときは、委託者との協議のうえ、履行期間の延長を行うこと

ができる。ただし、役務の性質上、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約

をした目的を達することができない場合においては、この限りではない。 

５ 委託者の責めに帰すべき事由により、第14条第２項の規定による契約金額の支払が

遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、違約金算定率で

計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。 

（談合行為に対する措置） 

第21条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約

金額の10分の２に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役

務が完了した後においても、同様とする。 

⑴ 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条

に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条

第１項に規定する納付命令)が確定したとき。 

⑵ 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６

の規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したとき。 

⑶ 前２号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁

止法又は刑法第96条の６の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになった

とき。 

２ 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。 

３ 前２項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

（契約の解除等） 

第22条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することがで

きる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引

上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 



 
 
 

（個人情報無し・ＷＴＯ） 

⑴ 履行期間内に役務の全部又は一部を履行しないとき。 

⑵ 第12条第３項の規定に基づき、委託者が指示した期間内に補正しないとき。 

⑶ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。 

２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をす

ることができる。 

⑴ 役務が履行不能であるとき。 

⑵ 役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

⑶ 役務の一部の履行が不能である場合又は役務の一部の履行を拒絶する意思を明確

に表示した場合において、残存する履行済みの部分のみでは契約の目的を達するこ

とができないとき。 

⑷ 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしな

いでその期間を経過したとき。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項及び第２項の規定に

より一般競争入札に参加することができなくなったとき。 

⑹ この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に

違反する行為をしたとき。 

⑺ 第３条の規定に反し、委託者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡した

とき。 

⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい

る者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所（常時契約

を締結する事務所をいう。）の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受

注者が団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をい

う。以下この号において同じ。）が、暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する

条例（平成25年条例第６号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号

において同じ。）又は暴力団員（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第

２号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）であると認められる

とき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる

とき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

へ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約（トにおいて「関
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連契約」という。）の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場

合（ヘに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求

めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。 

チ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したと

き。 

⑼ 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、契約の目的を達するに

足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い

重大な事由があると認められるとき。 

３ 委託者は、第１項又は前項（第８号を除く。）の規定により契約を解除した場合にお

いて、受託者が既に完了した部分の役務において提供を受ける必要があると認めたと

きは、当該完了部分の完了検査を行い、当該検査に合格した役務の提供を受けることが

できる。この場合、委託者は、当該提供を受けた役務の完了部分に相当する契約金額を

受託者に支払わなければならない。 

４ 受託者は、第１項又は第２項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が

生じることがあっても、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。 

５ 第１項各号又は第２項各号（第８号を除く。）に定める場合が、委託者の責めに帰す

べき事由によるものであるときは、委託者は、第１項又は第２項の規定による契約の解

除をすることができない。 

６ 委託者は、第１項又は第２項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除す

ることができる。 

７ 委託者は、前項の規定により契約を解除したことによって受託者に損害を及ぼした

ときは、受託者と協議して、その損害を賠償しなければならない。 

（契約が解除された場合等の賠償金） 

第22条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、契約金額の

100分の10に相当する金額（委託者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合

は、当該損害額）を賠償金として請求することができる。 

⑴ 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合 

⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって

受託者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人 

⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14

年法律第154号）の規定により選任された管財人 

⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11

年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、第２条の規定により契約保証金が納付されているときは、委
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託者は、当該契約保証金をもって第１項の賠償金に充当することができる。 

（契約解除に伴う措置） 

第22条の３ 受託者は、第22条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、貸与

品、支給材料等（使用部分済みを除く。以下同じ。）があるときは、遅滞なくこれらを

委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託

者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して

返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 

２ 受託者は、第22条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、委託者が所有

又は管理する履行場所（以下「履行場所」という。）に受託者が所有する器具、材料そ

の他の物品があるときは、遅滞なく当該物品等を撤去（委託者に返還する貸与品、支給

材料等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下同じ。）するとともに、履行場

所を原状に復して委託者へ明け渡さなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ

ず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物品

等を処分し、履行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受託者は、

委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、また、委託者が処分

又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。 

４ 第１項及び第２項に規定する受託者が行う原状回復等の期限及び方法については、

委託者が指示するものとする。 

（契約保証金の返還） 

第23条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したとき

は、契約保証金を返還しなければならない。 

（損害賠償） 

第24条 受託者は、本件業務の履行に伴い、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に

損害を与えた場合には、第22条の２の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、委託者

の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。 

２ 受託者は、本件業務の履行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損

害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。 

（裁判管轄） 

第25条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。 

（その他） 

第26条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法（昭和

22年法律第49号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年

法律第57号）その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。 

２ 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契

約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。 

３ この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者と

が協議のうえ定めるものとする。 

  



（別紙４） 
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質問内容

 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を提出して差支えない 


